
平成30年度 小規模法人のネットワーク化による協働推進事業概要

〇当県における事業実施方法
・当県では、地理的な条件から、市町村単位等地域的な連携が現実的であり、プラットホーム
（以下「ＰＦ」という。）は地域対象とする。
・社会福祉法人等の協働による「地域における公益的な活動」については、現在市町村社会福
祉協議会（以下、「市町村社協」という。）を中心に取り組まれつつあり、既に市町村単位
等で社会福祉法人等の連携のための協議会が設置されているが、具体的な協働事業等はまだ
検討段階のところが多い。
・そこで、当県では当該協議会等で、国の実施要綱の趣旨にあった協働事業試行及びその事業
に必要な合同の人材確保・定着のための事業について、実施可能な地域の市町村社協に事業
を委託する。
※中核市である松江市は県と同様に実施主体として事業を実施。

島根県

出雲市社会福祉
協議会

【地域貢献のための出雲市社会福祉法人連絡協議会】

〔ＰＦ概要〕参画法人数：38（うち16は1施設のみ運営）

〔地域貢献のための協働事業〕

・災害時に備えた福祉支援体制づくり

〔人材の確保・定着のための取組〕

・新規人材の確保を目的とした参画法人の広報

・参画法人の経営基盤強化

【斐川地域社会福祉法人の地域貢献連絡会】

〔ＰＦ概要〕参画法人数：11（うち4は1施設のみ運営）

〔地域貢献のための協働事業〕

・地域住民に身近な相談体制の整備

・相談活動に関する広報・啓発

〔人材の確保・定着のための取組〕なし

雲南市社会福祉
協議会

【雲南市社会福祉法人連絡会】

〔ＰＦ概要〕参画法人数：14（うち7は1施設のみ運営）

〔地域貢献のための協働事業〕

・貧困・困窮に関する研修会の開催

・「身近でなんでも相談窓口ネットワーク事業」

の実施に向けた環境整備

〔人材の確保・定着のための取組〕

・「女性のキャリアとライフスタイルを応援する」

合同研修会の開催

・参画法人紹介パンフレットの作成・配布

安来市社会福祉
協議会

【安来市社会福祉法人連絡会】

〔ＰＦ概要〕参画法人数：10（うち5は1施設のみ運営）

〔地域貢献のための協働事業〕

・「介護予防」を切り口とした地域共生社会の仕組みづくり

〔人材の確保・定着のための取組〕なし

市社協
へ委託

助言・調整・
一部助成等


